
 

資料 5 

コミュニティバスダイヤ改正の考え方について（案） 

 

【コミュニティバスの運行の考え方について】 

 コミュニティバスは、市民の生活（買い物、病院）や公共施設利

用の交通手段の確保をするため、少子高齢化社会を見据え持続可能

な範囲で利便性向上を目指します。 

 

【コミュニティバスダイヤ改正時期について】 

 コミュニティバスは、平成２年に赤字補填方式で１路線から開始

し、平成 22年度に市の直営とし、その後必要に応じ何度か改正を

行いました。現在、ダイヤは７路線で運行しています。 

 頻繁にコミュニティバスのダイヤ改正を行うことは、利用してい

る市民の混乱を招き、また、ダイヤ改正にも費用を要することから

今後のダイヤ改正は、原則として５年を目途に行いますが、それ以

外には公共施設の再編、上位法の改正、利用状況の変化（乗降者数

の増減）により改正が必要と判断される場合において検討します。 


